
世田谷区

帯状疱疹予防ワクチン
定期接種のお知らせ
定期接種による公費負担を受けられる

機会は生涯に一度だけです。
例 :65歳の時に接種を受拡盤盆2たこしK遍鳳

孟≦憂 盤撫盟 Q嵐01国に政芸底謡翻口塵廻 顕殿妊載ヨ逗12凛目漁鳳

今年 の方

65歳 (昭和35年4月 2日 ～昭和36年 4月 1日 生まれの方)

70歳 (昭和30年4月 2日 ～昭和31年4月 1日 生まれの方)

75歳 (昭和25年4月 2日 ～昭和26年4月 1日 生まれの方)

80歳 (昭和20年 4月 2日 ～昭和21年4月 1日 生まれの方)

85歳 (昭和15年4月 2日 ～昭和16年4月 1日 生まれの方)

90歳 (昭和10年4月 2日 ～昭和11年4月 1日 生まれの方)

95歳 (昭和 5年4月 2日 ～昭和 6年4月 1日 生まれの方)

100歳以上 (大正15年4月 1日 以前に生まれた方)

※上記年齢かつ、過去に帯状疱疹ワクチンを接種したこと

がない方。

60～ 64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、
日常生活が困難な方。世日谷保健所へお申し込みください。

ワクチンの在庫等により予約が必要な場合もございます。

詳しくは当院スタッフまでお問い合わせください。

発行 世田谷区医師会 (掲示期限 令和8.3.31)

対象の方には

いています.
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